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＜研究論文＞ 

 

「特殊教育」の意図に見る重度知的障害児「排除」の論理に関する研究 

—川本宇之介の「自立」観に着目して— 

 

橋田 慈子* 

 

１．問題の所在と本研究の目的 

障害者の排除と包摂の問題は、近代教育制度の誕生とともに発生していた。1872年の学制発

布以来、障害児は長らく経済的自立が困難であると見なされたことから、義務教育の対象外と

されていた。日本における障害者を対象とした「特殊教育」は、戦前期には社会教育行政の所

管にあり、社会教育行政が障害児に対する教育を司ってきたといわれている。障害のある子ど

もたちに対する「特殊教育」は、なぜ社会教育行政のもとで誕生し、どのような教育的意図を

持っていたのであろうか。本稿は、第一次世界大戦前に障害児を対象とした「特殊教育」の必

要を説いた、川本宇之介の言説を手掛かりとして、川本がどのような意図で、障害児に対する

普通教育ではなく「特殊教育」の必要性を説いてきたのかを検討することを目的とする。 

川本宇之介は1888年に兵庫県で生まれ、帝国大学（筆者注：現在の東京大学）文学部教育学

科を卒業した。卒業後の1916年に、川本は東京市職員として貧困児や障害児の実態調査を行い、

「特別学級」設立に携わる。その後1920年に文部省 普通学務局 第四課（筆者注：のちの社

会教育課）に移り、社会教育調査並びに盲・聾児教育の調査研究に従事し、1922年から欧米盲

聾教育の調査研究に派遣される。川本はその間にアメリカ、イギリス、ドイツを巡り、障害の

ある子どもたちに対しても教育が施されている現実を目の当たりにした。帰国したのち、1931

年に『社会教育の体系と施設経営 体系編』と『社会教育の体系と施設経営 経営編』を刊行

し、心身の欠陥によって学校に通えない子どもや貧困児のための「学校教育の社会政策的施設」

を整備する必要を説いた。戦後は、東京の聾唖学校の校長として教育刷新委員会委員となり、

障害児のための「特殊教育」の制度的確立に向けて重要な役割を果たした。 

川本に関する社会教育研究者の注目は、1970年代から始まっている。高度経済成長期の勃興

とともに、1979年に養護学校教育の義務制が実施されるころ、戦前期に障害児の教育権を主張

していた川本の教育論への注目が集まっている。高橋は、川本の思想の形成・発展過程を 4 段

階にまとめ、初期の思想と後期の思想との間に、ある「断絶」を際立たせている。高橋は、川

本が「初期の公民教育論において、天皇制の下での『国家主義』を強調し、戦時中においても

戦争遂行のための天皇制国家主義的な主張をしていた」ものの、大正デモクラシー期を経て「民

衆とその子どもたちの教育現実に触れることをとおして、社会的に困難を抱える子どもたちの

教育保障が国家に要求すべき権利であるという理解」に至ったと述べている1。つまり川本の教
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育福祉的思想が「現実の子どもの必要から出発し、それに応ずる教育保障のとらえ方を示唆す

る発想」を持っていたと高橋は見ていたのである2。しかしこうした高橋の理解に対して、平田

は「川本の教育論の要である公民教育や天皇制の問題」が「十分位置づけられていない」との

批判を示している3。平田は、川本が「公民教育研究から出発した」点を重視し、「公民教育の

徹底という見地」から「『特殊児童』の教育問題」に注目していたと批判した4。「本来対立物で

あるはずのデモクラシーと天皇制が一体化（融合）している」というのが、平田の川本に対す

る理解であった。 

平田の論考に関して松田は、川本の「教育の社会化と社会の教育化」という概念が「公民教

育論のデモクラシー的な展開」として意味を持っていたと述べる5。松田は「障害児や貧困児な

ど当時の学校教育から排除されていた子どもたちの教育保障を積極的に担う、『教育的救済』と

しての社会教育論」を川本が唱えたと指摘した。 

社会教育研究者である松田や高橋は、川本の思想に子どもたちの教育権を主張する「デモク

ラット」的な性格を見出していたと考えられる。こうした評価は、川本のことを「大正デモク

ラシー時代における教育的デモクラットのなかでももっともデモクラティックなデモクラット

の一人であった」と評した小川の主張にも重なる部分があるだろう。 

しかし川本が、民主主義的思想を形成したと考えられている大正期は、民衆による普通選挙

運動や労働者運動の傍らで、社会教育行政の範囲拡大や治安維持法の制定などもおこし、「アメ

とムチ」路線がとられてきた時期に重なる。本稿は、「大正」という時代の二面性を考慮に入れ

ながらこの時期に障害児の教育権を主張した川本の意図をくみ取ろうとするものである。川本

の「特殊教育」論とは、どのような歴史的背景のもとで誕生し、どのような教育的意図を持つ

ものであったのだろうか。本稿では、明治期から大正期、昭和期にかけての障害児・者の置か

れた状況を考慮に入れながら、川本の特殊教育論の意図を浮き彫りにしていきたい。 

 

２．川本の特殊教育論の生成過程 

川本は東京大学卒業時に提出した論文『公民教育の理論及実際』を、1915年、大同館から出

版している。この論文の初めのページに大日本帝国憲法の発布勅語を掲載している。さらに「国

体の維持発展」のために「国民精神の旺盛と公民的知識の進歩」を進めていくことと、そのた

めには公民教育が必要であることに言及する6。そして公民教育を実行するためには、学校教育

のみならず社会教育を充実させてゆく必要もあると考えており、ドイツ帝国（筆者注：当時の

呼称）に倣って「公民教育協会」や「青年団中央本部」、「体育会」、「少年義勇団（筆者注：現

在のボーイスカウト）」などの社会教育団体を作り出していくことの必要を説き7、「学校と相俟

ちて、学校以外の公民教育的影響を考察し、其の発達改善を計るべき」であると主張している8。

それはあくまでも、国体の維持発展を目的に据えた社会教育論、公民教育論であった。 

大学を卒業し、東京市職員および文部省 普通学務局 第四課の職員になった時期は、高橋
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の見解によると障害児教育に注目する「『デモクラシー』理解の形成期」として位置づけられて

いる9。その時期に川本は、どのような障害児の現実を目の当たりにしていたのであろうか。 

日本では、1872年の学制発布以来、障害のある子供は「廃人学校」において教育されるもの

と考えられていたが、実際、廃人学校の設立は見られず、多くの障害児が就学猶予になってい

た。1900年の第三次小学校令で、義務教育費の国庫負担制度が導入されると、貧困児は学校教

育のなかに組み込まれていった。その一方で、「病弱又ハ発育不完全」な者や、「瘋癲白痴又ハ

不具廃疾」10の者は、就学免除の対象となった11。つまり第三次小学校令は、貧困児を学校教育

に組み込んでいく一方で、重度障害のある子ども――特に知的、精神、身体障害のある子ども

――を学校教育から排除していくものであった。 

図１は、1911 年（明治 44 年）の東京市における就学免除者数の内訳を示したものである。

就学免除者数の内訳は、「聾唖児（筆者注：聴覚障害児）」に次いで、「白痴児（筆者注：重度知

的障害児）」、「盲児（筆者注：視覚障害児）」が多かったことが分かる12。 

 

 図１．三宅鉱一『白痴及ビ低能児』（吐鳳堂、1914年）を参考に筆者が作成 

 

この間、視覚、聴覚障害児を対象とした教育は、ほとんどが設立関係者や篤志家の寄付によ

る貧弱な小規模私立学校で行われていた。そのような中で、1906年に東京・京都・大阪にある

聾唖学校の校長が文部省あてに聾唖学校の義務制の実施と、盲人保護法の建議を行ったことに

よって、事態に変化の兆しが見え始めた13。大正期には盲・聾教育関係者による請願運動が頻発

し、教育関係者たちは 15、6 年にわたって「盲・聾唖教育の義務制化、公教育化、国庫補助の

獲得」を目指した運動を続けていった14。こうした運動が実を結び、1923 年に文部省のもとで

「盲学校及聾唖学校令」が制定されたのである。 

この間川本は、文部官僚として欧州視察に派遣されており、各国をめぐり、聴覚障害児に対
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する教育をどのようにして実施すべきかを考えていた。そして欧州から帰国したのち1925年に

『聾教育概説』という本を記している。その本のなかで聴覚障害のある人に対して学校教育の

みならず社会教育ならびに社会事業の充実を訴えていた。本のなかで川本はデンマークにおい

て学校を卒業した「成人の聾者に対する施設」、「成人の聾者に対する夜学科」、「聾者の親に対

する教育」が取り組まれているようすを掲載していた15。川本は「大人になってから」も「失明

及失聴者並に難聴者に対して、半年長くて一か年位の講習を週一回又は二回夜間に開設するこ

とを地方当局殊に大都市の当局に奨励する」必要があると考えていた16。この夜学科の具体的な

教育内容や目的については、詳述されていないが、そこでは恐らく口語での会話の練習や職業

教育が施されていたのではないかと推測される。 

 

３．「特殊教育」論の意図としての「自立」 

図２は、「盲学校及聾唖学校令」の制定後、1928年から1930年にかけての東京府の就学免除

者の内訳を示したものである。1930年代初頭にかけて就学免除者としては知的障害のある子ど

もたちの割合が最多になっていた。1925年に「盲学校及聾唖学校令」が制定され、視覚・聴覚

障害児を対象とした学校数が増える一方で17、依然として知的障害のある子どもたちは学校教育

の現場から排除されていたままであったことが示唆される。 

 

 

 図２．星合啓之助「昭和三年三月より同五年十一月に至る東京府管内學齢兒童就學免除者調

査に就て」『日本医科大学雑誌』Vol.２、1931年を参考に筆者が作成 

 

こうした就学免除の実態が示されているにもかかわらず、川本は1931年に刊行した『社会教

育の体系と施設経営 経営編』のなかで、「全然学校教育では不可能な位の重症なるもの殊に精
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神欠陥児中の痴愚や白痴（筆者注：重度・中度の知的障害）又は身体欠陥児の廃疾等」につい

ては、教育の対象として「含まないこととする」と記していた18。なぜ川本は、数のうえで大多

数を占めている知的障害のある子どもたちを、教育の対象として見てこなかったのであろうか。

それは川本の「特殊教育」の構想と目的を見れば明らかである。 

当時川本は「学校教育の社会政策的施設」を建設して、重度知的障害児と身体障害児以外の

障害児ならびに貧困児に対して特別な教育を施すことにより、健全な「勤労者」に育て上げる

ことを主張していた。具体的に「学校教育の社会政策的施設」では「種々の作業を課して、（筆

者注：子どもたちが）その卒業後の職業または収入に有利になる教育」を行うことや「普通児

と同様な教育」のほか「徹底する保護」を加えることが構想されていた19。そして学校教育の社

会政策的施設が適正に機能することによって「一般社会思想、国家および政府等に対する国民

の思想」が徹底されるものと考えていた20。つまり、職業的に自立することのできる障害種の児
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  川本は、忘れられ易い「異常児」に代わって、次のように言う。「荒蕪地（筆者注：「異常

児」のこと）を、特別に努力して開墾し、適当に施肥し、耕作して参りますと立派な田畑
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に寄与することが出来、皇国の民としての本分と責任とを果し（原文ママ）、奉公の誠を効

すことが出来る」と25。 
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 上記の文章からは総力戦体制のもとで、川本が「国家」に役立つ人的資源になるよう、障害

児を鍛錬していこうと考えていたことがうかがえる。この時期の川本の考え方には「国防目的

達成の為」に「人的及物的資源を統制運用」することを規定した、国家総動員法（1938年）の

影も見え隠れしている。実際、総力戦体制下において、多くの聴覚障害者が、「人的資源」とな

って軍需産業や土木工事、勤労奉仕に動員され、空襲警報のサイレンが聞こえないために逃げ

遅れたこともあったといわれている26。こうした思想のもと、戦時には「低能児」や「精神薄弱

者」など、少しでも労働力になる可能性があると判断された知的障害児たちも教育の対象とな

り、軍需工場へと駆り出されていった。東京府では、1935年に就学免除になっていた軽度知的

障害児に対して補助学級を設置することを提言し、実現している。軽度障害児を「能力相応に

善良な人間として自ら生活し国家の一員として意義ある生活をするため」に生活指導に重きを

おいた補助学級が設置されていったのである27。その後、東京大学医学部の教授・三宅紘一や補

助学級の教員たちの働きかけもあり、1940年には国民学校令第五十三条に「精神薄弱其ノ他心

身ニ異常アル児童ニシテ特別養護ノ必要アリト認ムルモノノ為ニ学級又ハ学校ヲ編制スル」と

いう文言が加わり、東京市では手引書「精神薄弱児を収容する養護学級の経営について」が作

成され、学級開設が一部で進んだ28。このように、総力戦体制の下では、労働力になりえる軽度

知的障害者のための教育の拡充が一部で進んでいった。こうした状況を踏まえると、戦時中に

おいても職業的な自立ができるかどうかで「特殊教育」の対象になる人々の選別が行われてい

たことが伺えるのである。 

 

４．川本の「特殊教育」論において排除された人々の「自立」に関する課題 

 戦後、川本は東京聾唖学校の校長を務め、教育刷新委員会の委員になる。川本の教育刷新委

員会における発言については、高橋の論文に詳しく記されている29。教育刷新委員会の第10回

総会において、障害児に対して「それぞれのハンディキャップに応じた教育が保護され、更に

進んでその特色を発揮するように教育される、そうして立派な国民となるように教育される」

べきであるとの主張を行った30。障害児が一人前の国民になるために教育権を保障するという思

想には、依然として第二次世界大戦前・戦中のものと変わりがないようにも思える。その後も、

1954年に『総説 特殊教育』という著書を記し、そのなかで「特殊教育」の目的について、「そ

の能力に応じて、できるだけ文化生活を高度に、その職業生活を有利に営ませしめて、自立せ

しめる」こと、そして「社会に対してその生活をとおして各自の可能的最高の奉仕をなさしめ

ること」と記している31。つまり川本は「特殊教育」を通して障害のある子どものハンディキャ

ップを少なくし、文化生活・職業生活をスムーズにすること、子どもが将来的に社会に対して

奉仕することを目指していたのである。「特殊教育」は「個人を自立自営せしめ、かつ社会奉仕

せしむる」という、個人に対する教育的意義と、国家や社会に対する教育的意義との両方を併
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せ持っていたと考えられる32。 

それでは、明治期から「特殊教育」の対象としては想定されてこなかった、重度の知的障害

児の処遇はどのようなものであったのだろうか。1900年、第三次小学校令によって重度知的障

害（筆者注：「白痴」）や精神障害（筆者注：「瘋癲」）の児童の就学免除規定が誕生した年には、

内務省のもとで「精神病者監護法」が成立していた33。この法律は、精神疾患のある者に対して、

親族による「私宅監置」を適用したものであった34。戦前期、精神障害も知的障害も精神的な病

気の一つとして見なされていたことから、そうした障害があるとみなされた子どもたちは私宅

監置の対象となり、その扶養は公的な機関で行うのではなく、家族が自助努力によって行って

きた。日本では、その後も1940年にドイツの優生政策にならって「国民優生法」を制定し、遺

伝性の精神病者および「精神薄弱者」家族の優生手術、いわゆる「断種」を合法化していた。

このように、教育の対象として想定されてこなかった重度の知的障害や精神障害の者は、家族

による扶養を受けるか、戦時下には国の「厄介」にならないよう、その生命の誕生を断ち切ら

なければならない対象になっていた。 

その後、戦後憲法が制定されてからも重度知的障害者の処遇に特段の変化は現れなかった。

1953 年に文部省は「精神薄弱（筆者注：現在の知的障害）」の定義を「知的能力が劣り、自己

の身辺の事がらの処理及び社会生活への適応が著しく困難なもの」と定め、判別基準を明示し

たが、「精神薄弱」という判定を受けた障害児に対する教育施策に関しては、何ら規定を設ける

ことはなかった35。そのため多くの障害児が就学免除あるいは就学猶予の対象になっていたので

ある。こうした状況下で、知的障害児・者の親の組織「精神薄弱児育成会」（筆者注：現在の「手

をつなぐ育成会」、以下、親の会と記す）は全員就学の運動を開始し、知的障害児に対する教育

権保障を訴えていった。親の会の運動は、1950 年代から 70 年代にかけて知的障害のある子ど

もに対する学校教育、社会教育の実現を試みてきた。活動当初の親の会は、特殊教育や社会教

育の実践を通して知的障害者が「職業的自立」を果たすことを目指していたが、1970年ころか

ら就労場所としての作業所の整備が進むと、親の主張も変わってきた。このころには障害当事

者の運動によって「働けるか否かによって決めようとする、この人間に対する（筆者注：健常

者の）価値観が問題」であるとの主張もなされてきた36。そうした運動にも影響を受けながら、

親の会では1970 年代後半から80年代初頭にかけて「本人参加」を重視するようになり、次第

に、地域の中で仲間を作ることや自己表現することによる障害者の「自立」が模索されるよう

になっていったと考えられる37。 

 

５．まとめと今後の研究課題 

 本稿では、川本の「特殊教育」論がどういった歴史的背景のもとで出現し、どのような意図

を持っていたのかを浮き彫りにすることを課題に据えていた。そのために、本稿では川本が教

育の対象として見ていた視覚障害児や聴覚障害児の戦前・戦中の処遇を、教育対象として捉え
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られてこなかった重度知的障害児のものと比較してきた。そして両者の間には「職業的自立」

の可否という社会の認識の違いがあったことが明らかになった。川本が教育対象としてみなし

てきた視覚障害者や聴覚障害者は、戦前から三療労働等に従事し、職業的自立ができるとみな

されていたのに対し、重度知的障害児は職業的自立が不可能であるとみなされ、公教育の対象

にはなってこなかったのである。高橋は川本について「生存的基本権の中核的なものとして教

育を受ける権利をとらえてい」たと指摘する。しかしそうした「生存的基本権としての教育権」

が与えられたのは、職業的な自立をなし得ると判断された軽度の障害児に限られており、その

対象から重度障害児は外れていたことが明らかになった。 

川本の「特殊教育」論は、職業的自立や経済的な自立を目的に据えており、障害のある人た

ちが能力に応じた「特別」な教育を受けることで、相応の職業に就くことが目指されていたと

いえる。「特殊教育」とその後の特別支援教育のなかで、早い段階から職業教育が取り組まれて

きた理由も、職業的自立に人間としての価値を見出すという思想的背景が存在したからではな

いだろうか。こうした職業的自立に重きを置く思想は、川本の初期公民教育論のなかにも見出

すことができる。川本の最初期の本『公民教育の理論及実際』のなかでしばしば引用されてい

るドイツのケルシェンシュタイナーは、「公民」の育成を目的に作業教育を方法とする教育論を

打ち出した人物であった。しかし作業を通した公民教育を重視するケルシェンシュタイナーの

教育論と、職業教育を重視した川本の「特殊教育」論との関連について、本稿では十分に考察

することができなかった点が課題として残される。 

本稿では、川本の教育機会均等思想を、能力主義的な言説として読み解くことによって、そ

の機会から排除された障害児たちの存在を浮き彫りにすることができた。先にも述べたように

明治期から教育の対象外としてみなされてきた重度知的障害児の教育権保障は、戦後、親たち

によって主張されてきた。そうした人々は、どのような意図で子どもたちの教育権を主張して

きたのであろうか。そうした人の主張と川本の主張との間には、どのようなかい離が見られる

のであろうか。知的障害児の代弁者になってきた「親」が子どもの教育権を主張してゆく過程

を、全員就学の運動を担ってきた親の「語り」に着目しながら検討することも残された課題で

ある。 

 

                                                  
1小川利夫・高橋正教『教育福祉論入門』光生館、2001年、p.63 
2小川利夫・高橋正教、前掲図書、p.76 
3平田勝政「大正デモクラシー期における川本宇之介の公民教育論と特殊教育」『教育科学研究』

p.21 
4平田勝政、前掲論文、p.20 
5松田武雄『近代日本社会教育の成立』九州大学出版会、2004年、p.327 
6川本宇之介『公民教育の理論及実際』大同館、1915年、pp.291-292 
7川本宇之介、前掲図書、pp.435-438 
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